
議案第６４号

木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

改正について

木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（平成１９年木津

川市条例第４４号）の一部を別紙のとおり改正する。

令和元年１１月２９日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

令和元年８月７日に人事院から国家公務員給与の改定の勧告が行われ、令和元年１

０月１１日に「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決

定されました。これを受けて木津川市においても、国と同様に期末手当を改定するた

め、関連する条例の一部を改正するものです。





木津川市条例第 号

木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例（案）

第１条 木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（平成１９

年木津川市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第５条第２号中「１００分の１６７．５」を「１００分の１７２．５」に改める。

第２条 木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次

のように改正する。

第５条第２号中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７０」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、令和元年１２月１日から適用する。ただし、

第２条の規定は、令和２年４月１日から施行する。

（給与の内払）

２ 改正後の木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定を適用する場合は、改正前の木津川市特別職の

職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、

改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。





参考資料（議案第６４号）

木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例（案）新旧対照表（第１条関係）

（新）

第１条～第４条 （略）

（手当）

第５条 市長等の地域手当、通勤手当及

び期末手当は、次のとおりとする。

（１） （略）

（２） 期末手当 給料の月額、地域

手当の月額及び給料の月額に１０

０分の２０を乗じて得た額並びに

給料の月額及び地域手当の月額の

合計額に１００分の１５を乗じて

得た額の合計額に１００分の１７

２．５を乗じて得た額とする。

第６条・第７条 （略）

（旧）

第１条～第４条 （略）

（手当）

第５条 市長等の地域手当、通勤手当及

び期末手当は、次のとおりとする。

（１） （略）

（２） 期末手当 給料の月額、地域

手当の月額及び給料の月額に１０

０分の２０を乗じて得た額並びに

給料の月額及び地域手当の月額の

合計額に１００分の１５を乗じて

得た額の合計額に１００分の１６

７．５を乗じて得た額とする。

第６条・第７条 （略）



木津川市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例（案）新旧対照表（第２条関係）

（新）

第１条～第４条 （略）

（手当）

第５条 市長等の地域手当、通勤手当及

び期末手当は、次のとおりとする。

（１） （略）

（２） 期末手当 給料の月額、地域

手当の月額及び給料の月額に１０

０分の２０を乗じて得た額並びに

給料の月額及び地域手当の月額の

合計額に１００分の１５を乗じて

得た額の合計額に１００分の１７

０を乗じて得た額とする。

第６条・第７条 （略）

（旧）

第１条～第４条 （略）

（手当）

第５条 市長等の地域手当、通勤手当及

び期末手当は、次のとおりとする。

（１） （略）

（２） 期末手当 給料の月額、地域

手当の月額及び給料の月額に１０

０分の２０を乗じて得た額並びに

給料の月額及び地域手当の月額の

合計額に１００分の１５を乗じて

得た額の合計額に１００分の１７

２．５を乗じて得た額とする。

第６条・第７条 （略）


